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（
一
般
電
気
事
業
託
送
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

一
般
電
気
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
六
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
電
気
事
業
法
第
二
十
四
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
託
送
供
給
約
款
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般

電
気
事
業
託
送
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
以
下
「
新
託
送
算
定
規
則
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
の
「
将
来
の
合

理
的
な
期
間
」
を
「
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
合
理
的
な
期
間
」
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

連
系
設
備
等
に
係
る
新
託
送
算
定
規
則
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
系
設
備
等

の
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
平
均
帳
簿
価
額
を
基
に
算
定
し
た
額
（
建
設
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建
設
仮
勘

定
の
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
平
均
帳
簿
価
額
か
ら
建
設
中
利
子
相
当
額
及
び
工
事
費
負
担
金
相
当
額
を
控
除
し
た

額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
連
系
設
備
特
別
報
酬
対
象
額
に
算
入
し
な
い
も
の
と

す
る
。

（
電
気
事
業
託
送
供
給
等
収
支
計
算
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
事
業
託
送
供
給
等
収
支
計
算
規
則
（
以
下「
新
託
送
収
支
規
則
」と
い
う
。）

の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
託
送
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
、
送

電
及
び
配
電
に
係
る
業
務
（
以
下
「
託
送
供
給
等
の
業
務
」
と
い
う
。）並
び
に
振
替
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
及

び
送
電
に
係
る
業
務
（
以
下
「
振
替
供
給
等
の
業
務
」
と
い
う
。）に
関
す
る
会
計
の
整
理
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
社
内
取
引
明
細
表
、
設
備
別
費
用
明
細
表
、
送
配
電
部
門
収
支
計
算
書
及
び
送

変
電
部
門
収
支
計
算
書
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
以
後
に
公
表
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
託
送
収
支
規
則

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

平
成
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
社
内
取
引
明
細
表
、
設
備
別
費
用
明
細
表
及
び
送
配
電
部
門

収
支
計
算
書
に
つ
い
て
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
新
託
送
収
支
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
一
般
電
気
事
業
者

は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
託
送
供
給
等
の
業
務
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
託

送
収
支
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
中
「
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
五
月
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
送
変
電
部
門
収
支
計
算
書
に
つ
い
て
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
新
託
送
収
支
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
卸
電
気
事
業
者
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
振
替
供
給
等
の
業
務

に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
託
送
収
支
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
中
「
四
月
以

内
」
と
あ
る
の
は
、「
五
月
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
前
期
超
過
利
潤
累
積
額
及
び
前
期
内
部
留
保
相
当
額
は
、

一
般
電
気
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
電
気
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

一
般
電
気
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
見
出
し
中
「
監
査
証
明
書
」
を
「
証
明
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
共
通
部
門
の
」
を
削
る
。

（
電
気
事
業
会
計
へ
の
適
用
）

第
六
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
事
業
会
計
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事

業
年
度
分
の
会
計
整
理
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
七
十
五
条
の
二
第
七
項
、
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
五
第
六
項
及
び
第
十
一
項

並
び
に
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
四
号
ま
で
）」を
「
第
四
号
ま
で
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
）
並
び
に
」に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
四
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

保
安
基
準
適
合
標
章
（
中
央
点
線
の
と
こ
ろ
か
ら
二
つ
折
り
と
し
た
も
の
に
限
る
。）

第
三
十
二
条
第
十
項
中
「
以
下
同
じ
。」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

自
動
車
に
は
、
前
部
霧
灯
の
照
射
方
向
の
調
節
に
係
る
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
前
部

霧
灯
照
射
方
向
調
整
装
置
（
前
部
霧
灯
の
照
射
方
向
を
自
動
車
の
乗
車
又
は
積
載
の
状
態
に
応
じ
て
鉛
直
方
向
に

調
整
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。）を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
四
中
「
前
面
に
」
の
下
に
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九

号
）
第
二
号
様
式
に
よ
る
有
効
期
間
及
び
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
が
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」

に
改
め
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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